
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年条例第２１５号）（抜粋） 
 
（事業者の責務） 
第４条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減及び公害の防止のた

めに必要な措置を講ずるとともに、知事が行う環境への負荷の低減及び公害の防止に関

する施策に協力しなければならない。 
 
（規制基準の遵守等） 
第６８条 工場又は指定作業場を設置している者は、当該工場又は指定作業場から、規制

基準（規制基準を定めていないものについては、人の健康に又は生活環境に障害を及ぼ

す恐れのない程度）を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の

発生（汚水については、地下への浸透を含む。）をさせてはならない。 
 
（へい等の設置） 
第７７条 工場又は指定作業場においては、第６８条第１項に規定する規制基準が適用さ

れない一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要な

へいその他の設備を設けなければならない。 
 
（屋外作業の制限） 
第８０条 工場においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又

は粉じんを発生させる作業をしてはならない。 
 
（工場の設置の認可） 
第８１条 工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事

の認可を受けなければならない。 
２ 前項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知

事に提出しなければならない。 
  一 氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 
  二 工場の名称及び所在地 
  三 業種並びに作業の種類及び方法 
  四 建物及び施設の構造及び配置 
  五 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法 
  六 自動車の出入口が接する道路の幅員 
  七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 
 
（工場の変更の認可） 
第８２条 既に設置している工場に係る前条第２項第三号から第五号までに掲げる事項を

変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けな

ければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限り

ではない。 



 
（変更届及び廃止届） 
第８７条 第８１条第１項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る同条第２項第

１号若しくは第２号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該認可に係る工場を廃止

したときは、その日から３０日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届

け出なければならない。 
 
（承継） 
第８８条 第８１条第１項の規定による認可を受けた者から当該認可に係る工場を譲り受

け、又は借り受けた者は、当該工場に係る当該認可を受けた者の地位を承継する。 
２ 第８１条第１項の規定による認可を受けた者について相続、合併又は分割（当該認可

に係る工場を承継させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存続する法人

若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工場を承継した法人は、当該認可

を受けた者の地位を承継する。 
３ 前２項の規定により第８１条第１項の規定による認可を受けた者の地位を承継した者

は、その日から３０日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なけ

ればならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 


